
★1農業者の方ならどなたでも加入できます!

①国民年金第1号被保険者

②年間6 0日以上農業に従事する方

⑨2 0歳以上6 0歳未満の方

①～③を全て満たす方であれば､程営主.後継者･配偶者等どなたでも加入できます｡

いつでも加入(6 0歳になる月の前月まで) ･脱退ができます｡

脱退した場合､これまで積立てた保険料は将来年金として受給できます｡

農業書年金に加入される方は､国民年金の付加年金へ加入する必要があります｡

(付加保険料月額4 0 0円)農業者年金への加入の際､市町村へお問い合わせくださいo

★2　終身年金です!

万一､ 8 0歳前に亡くなられた場合でも8 0歳までの保証付

農業者年金は一生涯受給できます｡老後の定期的な収入が確保されます｡

基本的には6 5歳から年金をもらうことができますが､ 6 0歳から年金をもらうことも

可能です｡

万一加入者や受給者が8 0歳前に亡くなられた場合でも､死亡した翌月から8 0歳まで受け

取れるはずであった年金(自分が積立てた分等)が死亡一時金として遺族に支払われます｡

★3　保険料の額が自由に設定できます日月額2万-6万7千円)

保険料は､月額2万円～6万7千円の間で1,0 0 0円単位で自由に選択でき.

いつでも見直すことができます｡

経営や生活にゆとりがない時は少ない保険料を選択し､多少ゆとりが出てきた時は多い保険

料を選択して将来に備えるといった､農業経営の状況や老後設計に合わせて保険料の額を決

められます｡

年会額の試算

<保険料月額2万円･ 3万円で通常加入､付利利率2. 3%の場合> (平成2 1年4月加入時点)

加入年齢 僞ｹWHｯｨｭB�保険料月観2万円の場合 劔]ｸﾊ��隗｣9iﾈ苓,ﾈ�ｨﾘr�
本人負担分 �&ｩ�ｲ吋隗｢��女性(年額) 冏ｹ�ﾉX�%9Z｢�男性(年額) 傚y�ｲ吋隗｢��

20歳 鼎�D��960万円 涛�iﾈ冷�79万円 ��ﾃCC�iﾈ冷�136万円 ���永ﾈ冷�

30歳 �3�D��720万円 田�iﾈ冷�52万円 ��ﾃ���iﾈ冷�90万円 都永ﾈ冷�

40歳 �#�D��480万円 �3Yiﾈ冷�31万円 都#�iﾈ冷�53万円 鼎iiﾈ冷�

50歳 ���D��240万円 ��iiﾈ冷�14万円 �3c�iﾈ冷�23万円 �#�iﾈ冷�

●6 5歳までの付利利率は2. 3 0%､ 6 5歳以降の年金嶺を計算するための予定利率は1･ 5 5%で計算しています｡

付利利率2. 3 0%は農業者年金において期待される運用収益をもとに設定した率､予定利率1 ･ 5 5%は農林水産省

告示(H2 1.4. 1施行)により定められている率です｡



★4　支払った保険料は全額､社会保険料控除の対象になります!

支払った保険料は､全額(最高年額8 0万4千円)社会保険料控除の対象となり､

所得税･住民税が節税になります｡支払った保険料の1 5-3 0%程度の大きな節税効果

です.ぐ⇒　民間の個人年金の社会保険料控除は上限5万円です｡

(互∋=農業者Xさん日課税所得1 50万円(税率1 5%)の場合

妻A :農業者年金に未加入の場合の税額

150万円×15%　-　22万5千円

B :農業者年金に加入の場合の税額

(保険料月額2万円､年観2 4万円)

(150万円-24万円-126万円) ×15%

=18万9千円

- A-B=3万6千円が節税にな･ほす!

さらに､農業者年金の運用によって得られた運用益も非課税です!

仁⇒ -般の預貯金等の利息には2 0%が課税されます｡

さらにさらに､将来受け取る年金は公的年金等控除が連用されます!

(6 5歳以上であれば､公的年金等の合計額が1 2 0万円までは全額非課税です｡)

保険料支払いによる節税効果(所得税･住民耕)の試算

税率 兢ｸﾊ��,ﾉ~H*｢�月額2万円 佇饅ﾃYiﾈ冷�月額6,7万円 

(年観24万円)の場合 忠D隗｣c�iﾈ冷�,ﾈ�ｨﾘr�(年顧80.4万円)の場合 

15% �3bﾃ���冷�90,000円 ��#�ﾃ���冷�

20% 鼎づ���冷�120,000円 ��c�ﾃ���冷�

30% 都"ﾃ���冷�180,000円 �#C�ﾃ#��冷�

★5　積立てられた保険料は､長期的に安定した運用が工夫されています!

保険料などの年金資産は､農業者年金基金によって安全かつ効率的な運用をしています｡

万一6 5歳の年金裁定時に運用の結果がマイナスになってしまった場合でも､運用益の一部か

らマイナス部分を補う仕組みになっています｡

この他にも､農業書年金は加入者の方から手数料をいただいておりません(国が負担)ので､

その分多くの運用益を得ることができます｡

毎年6月頃､加入者全員に自分の積立てた保険料額やその運用益がどうなっているのかを
｢付利通知｣でお知らせしています｡



★6　保険料の補助を受けられる人もいます!

(彰6 0歳までに保険料納付期間が2 0年以上見込まれる方

②農業所得(配偶者.後経書は支払を受けた給料等)が9 0 0万円以下の方

①･②を満たす方で､下記の区分1 -5のいずれかに該当する方は､最長2 0年間､

保険料の補助が受けられます｡

*補助が受けられる期間は､ (a) 35歳未満の方･･最長20年間(b) 35歳以上の方･･最長1 0年間

区分 儺ｹwh,���ﾈ��国庫補助額 
35歳未満 �3Xﾜ闌��2�

1 僖i.右�h�(,Y�)�i�ﾈﾙ��"�10,000円(5割) 澱ﾃ���冷�8ｨB��

2 僖i.咽�E�(,Y�)�i�ﾈﾙ��"�10,000円(5割) 澱ﾃ���冷�8ｨB��

3 仞iZ｣�-ﾈ+ﾘ,ﾓ(,ﾈ�(,h彿��ﾆ�8ｺi.�/�/xﾈｸ+Xﾆ�8,伜��10,000円(5割) 澱ﾃ���冷�8ｨB��
画している配偶者または後継者 

4 僖i.右�h�(-ﾈ+ﾘ,ﾙ�)�i�ﾈﾙ��(,ﾈ巉.ｨ*�ｩ_ｸ/�i�+ﾘ+x�"�6,000円(3割) 釘ﾃ���冷�(ｨB��
で､3年以内に両方を満たすことを約束した者 

5 �3Xﾜ�-ﾈ,R�#Xﾜ駛)i�,ﾈ�ｨﾘx,ﾓ��D闌�>��,仞iZ｣�,ﾂ�6,000円(3割) 辻�
者となることを約束した後継者 

保険料は2万円で固定されます｡
加入者が負担する保険料は､ 2万円から国庫補助額を差し引いた観です｡

☆この場合､受け取ることができる年金は･･?

●自分で積立てた保険料分は､基本的に6 5歳から年金として受け取ることができます｡

芸芸喪⇒
自分で積立てた 専一､玉音｢~=L:

として嚢取れる

(6 0歳から受給可)

●保険料の補助を受けた分は､経営権柔く*)をすることで年金として受け取ることができます｡

(6 0歳から受給可)

●■■■■■■■■■■●◆

経営権魚(* )

後継者や第三者へ農地などの権利の設定や移転等を行い.農業種曽から引退すること｡

保険料の

補助部分
件

1:ここ:･: ]∵･.: -I-

として受取れる

ただし､区分3で保険料の補助を受けた方は､ ｢豪族経営協定の破棄｣という

経営経承で､補助部分の年金を受け取ることができます｡

(農地等を所有していないこととします｡)

◆■■■■■■■■■■■●


